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インクルージョン推進における
児童発達支援の役割

過去 現在 未来

・戦災孤児の中の障がい児
⇒入所による保護と治療教育

・入所から在宅支援への拡大
⇒家庭支援（親子通所等）

・生活・遊び・学びの補完・保障
⇒義務教育免除・猶予児
⇒保育所での受入困難児

・治療教育的な療育

・障がい児支援の理念の確立
⇒質の高い発達支援
⇒インクルージョンの後方支援
⇒保育所等訪問支援の創設
⇒家族支援の充実
⇒相談支援の創設

・児童発達支援センターの地域
支援の中核的機能の発揮

・こども家庭庁への編入

・インクルージョンの実現に向け
た発達支援の変革
⇒こどもまんなか支援の本流に
（意見実現支援を含む）

⇒園の中での専門性の発揮
⇒家族支援のさらなる充実
⇒多機関・多職種での協働
⇒ともに学び、育ち合う

（H24〜現在）

・障がい児のための保護的、
治療教育的役割

・インクルージョン推進の
後方的役割の明記

・インクルージョンの実現へ
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障がい児支援の現状と課題

（２）平成２４年の制度改正で「保育所等訪問支援」アウトリーチが創設された
⇒「インクルージョン推進の１丁目１番地」と期待された

（３）平成２６年にまとめられた「障がい児支援の在り方に関する検討会」報告
書（柏女先生座長）において、障がい児支援は「障害児の地域社会への
参加・包容（インクルージョン）」を子育て支援において推進するための
後方支援としての専門的役割の発揮」と位置づけられた

（４）障害や特性等から支援が必要なこどもが増加し、障がい児支援事業所の
数及び利用実績が急増した
⇒障がい児の保育所等への入所の増加、児童発達支援の並行利用も増加。

ニーズに応じた発達支援が提供されるようになった一方で、生活や支援の
場の「分断」が生じているという指摘も・・・情報共有・連携の低さの実態

（５）児童発達支援センター等による一般こども施策への支援など地域支援
の中核的機能の発揮が、今後期待されている（R6〜）

（１）平成２４年の制度改正で、発達支援は「本人支援」「家族支援」「地域連
携支援」「移行支援」で構成されることが明記された



3

（こどもをまんなかに据えた３つの階層）

発達支援の構造（H24制度改正で明記）

親と協働の子育て支援
家庭生活の支援
（親育ち支援）

地域連携・支援

家族支援

地域連携によるともに育てる支援
地域生活の支援
（地域づくり支援）

子育ち支援

本人支援
（狭義の発達支援）

移行支援
インクルージョン

ミクロ・レベル

メゾ・レベル

マクロ・レベル

包
括
的
な
支
援

参考



今後の障害児支援の在り方について
～「発達支援」が必要な子どもの支援はどうあるべきか～

障害児支援の在り方に関する検討会報告書（平成26年7月16日）
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インクルージョン推進の後方支援の役割の明記
参考
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障がい児支援がインクル―ジョン推進のために
取り組むべきこと（短・中期の視点）

（２）本人支援をこどもの声や姿に基づく「こどもまんなか支援」へ変革
・ 「こども観」「障害観」「支援観」（価値観）の変革（R5こどもまんなか）
・ 障がい児支援は、指導・訓練 ⇒習得・適応の支援（R6児福法）
障害や特性は、育ちを支える配慮（合理的配慮）

⇒ 障がい児支援と保育等の本質を「こどもまんなか」に統合していく

（４）地域連携の充実・強化
・並行利用の場合は保育所等との情報共有・連携は必須化

（５）保育分野との協働
・センター等による地域支援の中核的機能の確実な実施
・障がい児支援の専門性を保育へ（協働した育ち支援）
・研修や事例検討、インクルーシブ保育の好事例の共有

（１）インクルーシブ保育の概念についての理解促進
・ 障害や特性の専門性⇒「インクルーシブ保育」の専門性へ

（３）家族支援の充実・強化：ピアサポート、きょうだい児支援等を必須事業化



①障がい児支援も「こどもまんなか」支援へ
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問題改善的支援
困らないようにしてあげたい
【家族や支援者の視点】

こども主体支援
こどものWell-being
【こどもの視点】

・人権尊重の支援へ

・こどもの「声」や「姿」から始まるこども主体の発達支援へ
（こども主体の意見表明支援を含む）

・こどもとしての育ちのための環境支援
（こどもの育ちに必要な生活や遊び等育ちに必要な多彩な主体的経験）
（障がいや特性は、配慮される＝障がい児支援の専門性）

・すべてのこどもたちが育ち合う

・障害や特性そのものの改善を目指す支援

・スキルの獲得や集団適応を目的とした支援

・特別な環境で、特別な配慮の中で 発達を促す支援
⇒保育や教育の補完的役割もあった
⇒逆に特化型が増え、改善的支援が進行？
⇒生活の場所や支援の場所の分断

・障がい児支援もこどもまんなか支援の本流に

障
が
い
児
支
援

こ
ど
も
支
援

こども主体支援
こどものWell-being
【こどもの視点】

・「インクルーシブ保育」の正しい理解へ



通常のこどものニーズ を満たすのに、

特別な配慮や工夫 が必要な普通のこども
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こどもの育ちの視点
（こどもまんなかの専門性）

障がいや特性のあるこどもへの配慮の視点
（障がい児支援の専門性）

障害や特性のあるこども観・支援観の変革が必要

原典：国連総会決議34/158（1980年１月30日採択）国際障害者年行動計画

参考
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（旧） （新）

児
童
福
祉
法
の
改
正

（R６年４月施行）

発達支援は「指導」「訓練」 「付与」から 「支援」へ

旧
通
園
施
設
の
規
定

（サポート）参考



②障がい児支援は「家族支援」の拠点に

障がいや特性のある
こどもを抱える家族

一般的な子育て支援

障がい児支援の家族支援

・障がい受容の支援（寄り添い）
・保護者自身や家族が抱える課題
・ピアサポート、親同士のつながり
・カウンセリング
・ペアトレなどの対応習得
・きょうだい児支援
・障害福祉サービス等の活用 など

・障害のないこどもの保護者との交流
・子育てに関する相談やサポート
・利用者支援事業の活用
・子育て支援サービスの活用 など

家族の安全・安心・安定が
こどもの育つベース（土台）

家族優先で支援することもある

必須化



③障がい児支援は「インクルージョン」推進の拠点に

障がい児支援
保育所
こども園
幼稚園 等

障がいや特性のある
こどもとその家族

トライアングル

アウトリーチ（後方支援）

協働のチーム支援
インクルーシブ保育共通理解
共同の学び・好事例共有

情報共有の必須化
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